
令和４年９月９日 

独立行政法人農畜産業振興機構 

肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）の交付金について 

【令和４年７月分】 

 令和４年７月に販売された交付対象牛に適用する畜産経営の安定に関する法

律（昭和36年法律第183号）第３条第１項に規定する交付金について、肉用牛肥

育経営安定交付金交付要綱（平成30年12月26日付け30農畜機第5251号）第４の６

の（５）のオの規定及び同（５）のカの規定により準用する同（１）から（４）

までの規定に基づき標準的販売価格及び標準的生産費並びに交付金単価を公表

します。 

 また、当該交付対象牛に係る交付金の交付については、概算払を行います。

標準的生産費及び交付金単価の確定値については、令和４年１１月上旬に公

表する予定です。 

記 

１．肉専用種 

算出の区域

北海道 2,320.4 円

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県 ―

―

―

―

―

―

―

―

―

肉用牛１頭当たりの交付金単価
令和４年７月（概算払）※

―

―

―

―
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算出の区域

山梨県 6,569.3 円

長野県

静岡県

新潟県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

肉用牛１頭当たりの交付金単価
令和４年７月（概算払）※
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２．交雑種 

 

３．乳用種 

 

 

※ 肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）は、配合飼料価格安定制度に

おける四半期別の価格差補塡の発動がないものとして算出した肉用牛１

頭当たりの標準的生産費（見込み）と、肉用牛１頭当たりの標準的販売価

格との差額に、100分の90を乗じた額から7,000円を控除した額です。 

 

注１） 肉用牛１頭当たりの標準的販売価格及び標準的生産費については、別

紙のとおり。 

 

注２） 令和２年４月末日から令和３年５月末日までに負担金の納付期限を

迎える登録肉用牛のうち、負担金の納付期限を猶予した登録肉用牛に

ついて、交付金の交付がある場合は、国費分のみ(４分の３相当額)の

支払いとなります。 

 

 

29,910.8 円

肉用牛１頭当たりの交付金単価
令和４年７月（概算払）※

34,380.2 円

肉用牛１頭当たりの交付金単価
令和４年７月（概算払）※

連絡先 

 畜産経営対策部 肉用牛肥育経営課 

 担当：新田、青木、柳田、山口、今野 

 電話：03-3583-8562 
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（別紙１）令和４年度　牛マルキン交付金算定基礎　【令和４年７月（概算払）】　肉専用種
(単位：円/頭)

1,208,679 1,242,024 1,233,772 1,317,284 1,526,703 1,212,820 同左

1,219,035 1,208,214 1,176,385 1,221,314 1,188,851 1,171,142 1,194,296 1,223,583 1,206,268 1,220,634 1,218,775 1,201,728 1,202,071 1,223,583 1,248,849 1,231,276 1,222,209 1,183,450 1,210,396 1,194,797 1,210,549 1,231,686 1,218,531 1,187,189

△ 10,356 33,810 65,639 20,710 53,173 70,882 47,728 10,189 27,504 13,138 14,997 32,044 31,701 10,189 △ 15,077 2,496 11,563 133,834 106,888 122,487 106,735 295,017 △ 5,711 25,631

9,320.4 － － － － － － － － － － － － － 13,569.3 － － － － － － － 5,139.9 －

2,320.4 － － － － － － － － － － － － － 6,569.3 － － － － － － － － －

標準的販売価格（Ａ）=①＋② 1,208,679 1,242,024 1,233,772 1,317,284 1,526,703 1,212,820

主産物価格　①=ａ×ｂ 1,199,435 1,232,780 1,224,528 1,308,040 1,517,459 1,203,576

枝肉市場価格（円/kg）ａ 2,329 2,326 2,328 2,468 3,041 2,328

枝肉重量（kg）　　 　ｂ 515 530 526 530 499 517

枝肉市場価格（円/kg）（25市場） 2,333 2,316 2,320 2,312 2,926 2,328

枝肉重量（kg/頭）（25市場）　 523 533 527 529 515 517

枝肉市場価格（円/kg）（相対取引等） 2,325 2,351 2,419 2,510 3,098 ー

枝肉重量（kg/頭）（相対取引等） 508 524 509 530 492 ー

副産物価格　② 9,244

標準的生産費　（Ｂ）=⑤＋⑥＋⑦＋⑧ 1,219,035 1,208,214 1,176,385 1,221,314 1,188,851 1,171,142 1,194,296 1,223,583 1,206,268 1,220,634 1,218,775 1,201,728 1,202,071 1,223,583 1,248,849 1,231,276 1,222,209 1,183,450 1,210,396 1,194,797 1,210,549 1,231,686 1,218,531 1,187,189

物財費　③ 1,109,501 1,110,708 1,078,879 1,123,808 1,091,345 1,073,636 1,096,790 1,116,059 1,098,744 1,113,110 1,111,251 1,094,204 1,094,547 1,116,059 1,141,325 1,123,752 1,110,647 1,087,995 1,114,941 1,099,342 1,115,094 1,120,124 1,106,969 1,075,627

もと畜費 701,264 702,471 670,642 715,571 683,108 665,399 688,553 707,822 690,507 704,873 703,014 685,967 686,310 707,822 733,088 715,515 702,410 679,758 706,704 691,105 706,857 711,887 698,732 667,390

飼料費 330,446

流通飼料費 327,201

麦類 9,100

とうもろこし 4,189

ふすま 3,637

かす類 7,183

配合飼料（暫定値） 250,627

稲わら 22,272

その他 30,193

牧草・放牧・採草費 3,245

敷料費 12,483

光熱水料及び動力費 13,354

その他の諸材料費 346

獣医師料及び医薬品費 9,918

賃借料及び料金 6,016

物件税及び公課諸負担 4,655

建物費 13,885

自動車費 5,985

農機具費 9,829

生産管理費 1,320

89,916 77,888 87,906 91,944 75,837 91,944

81,165 69,501 77,466 79,859 68,936 79,859

費用合計　⑤＝③+④ 1,199,417 1,188,596 1,156,767 1,201,696 1,169,233 1,151,524 1,174,678 1,203,965 1,186,650 1,201,016 1,199,157 1,182,110 1,182,453 1,203,965 1,229,231 1,211,658 1,202,591 1,163,832 1,190,778 1,175,179 1,190,931 1,212,068 1,198,913 1,167,571

支払利子　⑥ 8,492

支払地代　⑦ 435

と畜経費　⑧ 10,691

注1：相対取引等とは、25市場以外の食肉センター等で、次の道県における取引である。
　　 北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、神奈川県、長野県、静岡県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
　2：枝肉市場価格等は消費税抜きで算定。
　3：もと畜費は、種類により肥育期間が異なることから、肉専用種は21か月前(肥育期間平均21か月)の肉用子牛価格を採用。
　4：☆を付した岐阜県については、都道府県標準販売価格が、全国一円を区域として算出した標準的販売価格に、都道府県標準販売価格の標準偏差の２倍の額を加えた額を上回ったため、当該県は単独で標準的販売価格を算定。

群馬県

北陸ブロック 東海ブロック

富山県 石川県

同左

新潟県 福井県

同左 同左

同左

同左

岐阜県 三重県愛知県秋田県

東北ブロック 関東ブロック

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

静岡県栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県

同左

家族

暫定交付金単価（概算払）
　　　　　　　　（Ｄ）-7,000

茨城県
区　分

標準的販売価格　（Ａ）

標準的生産費　　（Ｂ）

差額　　　　　　（Ｃ）=(A)-(B)

交付金単価
　　　　　　　　（Ｄ）=|(C)|×0.9

参
考

労働費　　④

福島県宮城県青森県

同左

岩手県
北海道

山形県 ☆
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（別紙１）
(単位：円/頭)

区　分

1,287,964 1,217,944 1,288,834 1,251,485 1,265,235

1,231,471 1,228,935 1,173,783 1,247,695 1,198,684 1,192,536 1,215,751 1,215,883 1,177,740 1,216,789 1,206,732 1,199,880 1,214,745 1,187,042 1,134,020 1,209,693 1,195,909 1,216,162 1,219,520 1,219,003 1,231,490 1,221,150 1,128,690

56,493 59,029 114,181 40,269 89,280 95,428 2,193 2,061 40,204 1,155 11,212 88,954 74,089 101,792 154,814 41,792 55,576 35,323 31,965 32,482 19,995 30,335 136,545

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

標準的販売価格（Ａ）=①＋② 1,287,964 1,217,944 1,288,834 1,251,485 1,265,235

主産物価格　①=ａ×ｂ 1,278,720 1,208,700 1,279,590 1,242,241 1,255,991

枝肉市場価格（円/kg）ａ 2,664 2,370 2,509 2,431 2,497

枝肉重量（kg）　　 　ｂ 480 510 510 511 503

枝肉市場価格（円/kg）（25市場） 2,641 2,392 2,516 2,429 2,313

枝肉重量（kg/頭）（25市場）　 480 513 501 517 529

枝肉市場価格（円/kg）（相対取引等） 3,346 2,294 2,501 2,431 2,499

枝肉重量（kg/頭）（相対取引等） 477 502 519 509 503

副産物価格　② 9,244

標準的生産費　（Ｂ）=⑤＋⑥＋⑦＋⑧ 1,231,471 1,228,935 1,173,783 1,247,695 1,198,684 1,192,536 1,215,751 1,215,883 1,177,740 1,216,789 1,206,732 1,199,880 1,214,745 1,187,042 1,134,020 1,209,693 1,195,909 1,216,162 1,219,520 1,219,003 1,231,490 1,221,150 1,128,690

物財費　③ 1,119,164 1,116,628 1,061,476 1,135,388 1,086,377 1,080,229 1,122,640 1,122,772 1,084,629 1,123,678 1,113,621 1,097,280 1,112,145 1,084,442 1,031,420 1,114,300 1,100,516 1,120,769 1,124,127 1,123,610 1,136,097 1,125,757 1,033,297

もと畜費 710,927 708,391 653,239 727,151 678,140 671,992 714,403 714,535 676,392 715,441 705,384 689,043 703,908 676,205 623,183 706,063 692,279 712,532 715,890 715,373 727,860 717,520 625,060

飼料費 330,446

流通飼料費 327,201

麦類 9,100

とうもろこし 4,189

ふすま 3,637

かす類 7,183

配合飼料（暫定値） 250,627

稲わら 22,272

その他 30,193

牧草・放牧・採草費 3,245

敷料費 12,483

光熱水料及び動力費 13,354

その他の諸材料費 346

獣医師料及び医薬品費 9,918

賃借料及び料金 6,016

物件税及び公課諸負担 4,655

建物費 13,885

自動車費 5,985

農機具費 9,829

生産管理費 1,320

92,689 73,493 82,982 75,775 75,775

81,208 64,801 68,196 66,063 66,063

費用合計　⑤＝③+④ 1,211,853 1,209,317 1,154,165 1,228,077 1,179,066 1,172,918 1,196,133 1,196,265 1,158,122 1,197,171 1,187,114 1,180,262 1,195,127 1,167,424 1,114,402 1,190,075 1,176,291 1,196,544 1,199,902 1,199,385 1,211,872 1,201,532 1,109,072

支払利子　⑥ 8,492

支払地代　⑦ 435

と畜経費　⑧ 10,691

熊本県広島県

四国ブロック

同左

沖縄県
大分県 鹿児島県

九州ブロック

宮崎県佐賀県

同左

香川県 福岡県 長崎県島根県

同左

徳島県 高知県愛媛県鳥取県 山口県滋賀県 京都府 大阪府

中国ブロック

岡山県兵庫県 奈良県 和歌山県

同左

同左

標準的販売価格　（Ａ）

標準的生産費　　（Ｂ）

差額　　　　　　（Ｃ）=(A)-(B)

交付金単価
　　　　　　　　（Ｄ）=|(C)|×0.9

暫定交付金単価（概算払）
　　　　　　　　（Ｄ）-7,000

近畿ブロック

参
考

同左
労働費　　④

家族
同左

同左

同左

同左

同左

同左 同左 同左同左
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（別紙２）

(単位：円/頭)

交雑種 乳用種

725,711 470,022

766,723 516,000

△ 41,012 △ 45,978

36,910.8 41,380.2

29,910.8 34,380.2

標準的販売価格（Ａ）=①＋② 725,711 470,022

主産物価格　①=ａ×ｂ 718,080 464,707

枝肉市場価格（円/kg）ａ 1,408 1,049

枝肉重量（kg）　　 　ｂ 510 443

枝肉市場価格（円/kg）（25市場） 1,406 1,052

枝肉重量（kg/頭）（25市場）　 510 442

枝肉市場価格（円/kg）（相対取引等） 1,412 1,048

枝肉重量（kg/頭）（相対取引等） 510 443

副産物価格　② 7,631 5,315

標準的生産費（Ｂ）=⑤＋⑥＋⑦＋⑧ 766,723 516,000

物財費　③ 712,635 482,764

もと畜費 383,503 220,725

飼料費 287,026 223,470

流通飼料費 282,931 218,242

麦類 809 872

とうもろこし 762 3,479

ふすま 814 318

かす類 4,717 2,025

配合飼料（暫定値） 236,808 188,397

稲わら 14,213 8,738

その他 24,808 14,413

牧草・放牧・採草費 4,095 5,228

敷料費 8,186 10,404

光熱水料及び動力費 9,645 8,931

その他の諸材料費 235 125

獣医師料及び医薬品費 2,825 2,382

賃借料及び料金 2,977 2,625

物件税及び公課諸負担 2,152 1,892

建物費 8,757 5,864

自動車費 2,426 1,826

農機具費 4,149 4,128

生産管理費 754 392

38,957 22,936

32,655 19,677

費用合計　⑤＝③＋④ 751,592 505,700

支払利子　⑥ 3,974 1,455

支払地代　⑦ 641 178

と畜経費　⑧ 10,516 8,667

注１：相対取引等とは、25市場以外の食肉センター等で、次の道県における取引である。
【交雑種】北海道、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、神奈川県、奈良県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、

【乳用種】北海道、青森県、岩手県、山形県、茨城県、千葉県、奈良県、鳥取県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、

　２：枝肉市場価格等は消費税抜きで算定
　３：もと畜費は、種類により肥育期間が異なることから、交雑種は18か月前（肥育期間平均18か月）、乳用種は
　　　13か月前（肥育期間平均13か月）の肉用子牛価格を採用。

令和４年度　牛マルキン交付金算定基礎

【令和４年７月（概算払）】

区　分

標準的販売価格　（Ａ）

標準的生産費　　（Ｂ）

差額　　　　　　（Ｃ）=(A)-(B)

　　　　　熊本県、鹿児島県

　　　　　長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県

交付金単価
　　　　　　　　（Ｄ）=|(C)|×0.9

労働費　　④

参
考

家族

暫定交付金単価（概算払）
　　　　　　　　（Ｄ）-7,000
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